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住宅市街地総合整備事業とは

国交省HPより １



住宅市街地総合整備事業のフロー
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住宅市街地総合整備事業の再評価

• 「国土交通省所管公共事業の再評価実施
要領」（以下「実施要領」）では、住宅
市街地総合整備事業は５年毎に評価を実
施することとなっており、松原団地駅西
側地区は平成２３年に再評価を行ってか
ら５年経過したことから、再び再評価を
行います。

• 再評価は、事業の効率性や実施過程等の透
明性を図るために事業の評価を行い、事業
の継続に当たり必要に応じその見直しを行う
ほか、事業の継続が適当と認められない場
合には、事業の中止をするものです。
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草加市公共事業評価監視委員会とは

• 再評価は、実施要領により事業評価監視委員会が行うこととされ、草
加市では「草加市公共事業再評価実施要綱」等により、草加市公共事
業評価監視委員会が行うこととなっています。

• 市は、国交省の「住宅市街地総合整備事業費用対効果分析マニュアル
（案）」により、B/Cで費用対効果を算出し作成した対応方針（案）に
ついて、委員会へ意見を求めます。

• B/Cが1.00以上であれば、事業の費用より大きい便益があると判断でき
ます。
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対応方針案 回答
対応方針案が認められれば、
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